アンケート
回答者氏名（　　　　　　　　　　　　　）

1） あなたの専門分野は、これまでやってこられた分野は、何ですか（いくつでも、ご自分で専門であるといえる分野に○をつけてください）。
イ．意匠設計　ロ．企画設計　ハ．構造設計　ニ．設備設計　ホ．インテリア設計　へ．施工　ト．建築コンサルタント（分野：　　　　　　）　チ．仕様・積算　リ．その他
　

2） あなたが現在やられている主たる仕事は、何ですか。
イ．意匠設計　ロ．企画設計　ハ．構造設計　ニ．設備設計　ホ．インテリア設計　へ．施工　ト．建築コンサルタント（分野：　　　　　　）　チ．仕様・積算　リ．その他


3） 現在あなたは、勤め人ですか、自営ですか。
イ．自営　ロ．勤め人　ハ．その他（　　　　　　　　）


4） 欠陥住宅の主たる原因は何だと思われますか（上位3つに○を）。
イ．設計図書が不備だから　　ロ．工事監理が出来ていないから　　ハ．施工単価が安いから　　ニ．施主が安物買いをするから　　ホ．最低落札価格で金額を決めるから　　へ．下請け技能者の技能の低下　　ト．見てくれだけに気を奪われるから　チ．工事が始まってからの設計変更が多いから　　リ．現場打合せ記録が取られていないから　　ヌ．特に契約書に仕様書が付いていないから　　ル．行政機能が働いていないから　　オ．その他（　　　　　　　　　　　　）


5） 欠陥住宅をなくするために何が必要だと考えますか。

1． 建売、注文の如何にかかわらず、設計図書を完備すること

2． 地質調査を義務付けて、地質に適っているかどうかの検査をすること

3． 重層下請け構造を、何とか改めない限り、根絶できないと思う

4． 行政が、完成検査を厳しく行うこと

5． 行政に期待せず、民間建築士に検査を委ねて、義務付けるのがいい

6． 建築確認申請をやめて、完成検査のみを残し、民間建築士にその業務を委ね、その代わり、罰則を厳しくする

7． 建築基準法等に罰則規定がないのがおかしいので、罰則規定を定める

8． その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ご協力ありがとうございました。

なお、アンケートは事務局までご返送下さるようお願いいたします。

ファックスナンバー：　
042-311-4125

メールアドレス：　
jimukyoku@kenchiku-gmen.or.jp
